
平
成
二
十
七
年
二
月
五
日
提
出

質

問

第

四

一

号

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
に
伴
う
特
定
秘
密
の
指
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

後

藤

祐

一

41



特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
に
伴
う
特
定
秘
密
の
指
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
三
年
十
二
月
十
三
日
公
布
の
「
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
は
、
二
〇
一
四
年
十
二
月
十
日
に
施
行
さ
れ

た
。
特
定
秘
密
保
護
法
施
行
令
第
三
条
で
、
特
定
秘
密
の
指
定
を
行
わ
な
い
行
政
機
関
の
長
が
列
挙
さ
れ
、
指
定
を
行
う
行
政

機
関
の
長
が
十
九
と
さ
れ
た
。
十
九
の
内
、
十
の
行
政
機
関
に
お
い
て
特
定
秘
密
の
指
定
が
行
わ
れ
、
指
定
さ
れ
た
情
報
は
、

二
〇
一
四
年
十
二
月
末
現
在
合
計
三
八
二
件
で
あ
る
こ
と
が
、
二
〇
一
五
年
一
月
九
日
に
内
閣
官
房
よ
り
公
表
さ
れ
た
。
指
定

を
行
っ
た
各
行
政
機
関
に
お
い
て
は
、
特
定
秘
密
保
護
法
施
行
令
第
四
条
に
規
定
さ
れ
る
「
特
定
秘
密
指
定
管
理
簿
」
で
、
特

定
秘
密
の
指
定
及
び
そ
の
解
除
の
管
理
が
適
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一

二
〇
一
五
年
一
月
三
〇
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
佐
藤
隆
文
内
閣
府
大
臣
官
房
独
立
公
文
書
管
理
監
は
「
そ

の
題
名
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
含
む
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
帳
簿
と
い
い
ま
す
か
、
特
定
秘
密
管
理
簿

の
写
し
は
頂
戴
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
独
立
公
文
書
管
理
監
に
提
供
し
た
「
特
定
秘
密
指
定
管
理
簿

の
写
し
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
全
て
の
「
情
報
」
の
名
称
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。
内
容
を
示
せ
な
い
も
の
が
存
在
す
る

場
合
に
は
、
示
せ
る
部
分
を
黒
塗
り
す
る
な
ど
必
要
な
措
置
を
施
し
た
上
で
示
す
と
と
も
に
、
示
せ
な
い
理
由
を
明
示
す
る

こ
と
。

一



二

特
定
秘
密
指
定
管
理
簿
に
対
す
る
情
報
公
開
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
つ
も
り
か
。
具
体
的
に
示

さ
れ
た
い
。

三

二
〇
一
四
年
十
二
月
末
現
在
、
三
八
二
件
の
「
情
報
」
の
指
定
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
「
特
定
秘
密
が
含
ま
れ
る
そ
の
情

報
が
記
録
さ
れ
た
個
々
の
文
書
等
」
（
以
下
、
「
文
書
等
」
）
に
つ
い
て
の
政
府
の
正
式
な
定
義
を
お
示
し
い
た
だ
き
た

い
。
ま
た
、
「
文
書
等
」
は
、
い
く
つ
あ
る
の
か
。
各
行
政
機
関
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
文
書
等
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
を
管
理
す
る
管
理
簿
は
存
在
す
る
の
か
。
現
段
階
で
存
在
し
な
い
場
合
、
今
後
作
成
す

る
の
か
。
こ
の
管
理
簿
及
び
そ
こ
に
含
ま
れ
る
個
々
の
「
文
書
等
」
の
名
称
は
公
表
さ
れ
る
の
か
。
公
表
は
各
行
政
機
関
が

自
発
的
に
行
う
の
か
。
公
表
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

五

特
定
秘
密
が
含
ま
れ
る
「
文
書
等
」
が
増
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
「
情
報
」
の
数
を
増
や
さ
ず
に
既
存
の
「
情
報
」
の
い

ず
れ
か
に
追
加
す
る
場
合
、
「
情
報
」
の
件
数
に
変
化
が
な
い
た
め
、
「
文
書
等
」
の
数
及
び
名
称
が
公
表
さ
れ
な
い
限

り
、
「
文
書
等
」
の
数
が
増
え
た
こ
と
を
外
部
か
ら
把
握
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
「
文
書
等
」
の
名
称
お
よ
び
件
数
を
公

開
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
公
開
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
外
部
か
ら
把
握
で
き
な
く
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う

こ
と
か
。

二



六

そ
の
時
点
で
の
特
定
秘
密
指
定
管
理
簿
の
「
情
報
」
毎
に
、
各
「
情
報
」
に
含
ま
れ
る
「
文
書
等
」
の
名
称
を
、
内
閣
官

房
も
し
く
は
内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
公
開
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
公
開
で
き
な
い
と
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

七

独
立
公
文
書
管
理
監
は
、
「
情
報
」
に
含
ま
れ
る
全
て
の
「
文
書
等
」
の
名
称
及
び
そ
の
内
容
を
見
て
い
る
の
か
。
少
な

く
と
も
見
よ
う
と
思
え
ば
見
ら
れ
る
状
態
に
あ
る
の
か
。
ま
た
、
内
閣
情
報
保
全
委
員
会
の
委
員
は
、
全
て
の
「
文
書
等
」

の
名
称
及
び
そ
の
内
容
を
見
て
い
る
の
か
。
少
な
く
と
も
見
よ
う
と
思
え
ば
見
ら
れ
る
状
態
に
あ
る
の
か
。

八

二
〇
一
五
年
一
月
三
〇
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
上
川
大
臣
が
「
特
定
秘
密
が
記
載
さ
れ
た
文
書
に
つ
き
ま

し
て
は
、
対
象
文
書
全
て
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
各
省
庁
に
お
き
ま
し
て
も
、
取
り
ま

と
め
に
つ
い
て
は
一
定
の
時
間
が
か
か
る
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
答
弁
さ
れ
て
い
る
。
各
省
庁
に
お

い
て
行
う
「
取
り
ま
と
め
」
と
は
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
、
同
法
五
条
の
不
開
示
理
由
に
該

当
す
る
場
合
に
、
開
示
に
必
要
と
な
る
作
業
に
限
ら
れ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。
そ
れ
以
外
の
作
業
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
い
か
な
る
作
業
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
た
い
。
少
な
く
と
も
既
に
存
在
し
て
い
た
特
定
管
理
秘
密

で
あ
っ
た
も
の
の
複
数
を
ま
と
め
た
り
、
名
称
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
て
よ
い
か
。

三



九

情
報
公
開
法
第
五
条
の
不
開
示
情
報
で
あ
っ
て
も
、
国
会
法
第
一
〇
四
条
第
三
項
に
規
定
さ
れ
る
「
国
家
の
重
大
な
利
益

に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
」
場
合
以
外
は
、
常
に
衆
議
院
・
参
議
院
に
設
置
さ
れ
る
情
報
監
視
審
査
会
に
対
し
示
す
べ
き
で
な
い

か
。
示
せ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

十

内
閣
情
報
保
全
委
員
会
、
独
立
公
文
書
管
理
監
に
示
せ
な
い
「
情
報
」
お
よ
び
「
文
書
等
」
は
存
在
す
る
の
か
。
存
在
す

る
場
合
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
、
い
か
な
る
理
由
で
示
せ
な
い
の
か
、
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


